
は じ め に

東西のドイツが統一して，２０年以上が経過するが，依然として存在する東

西の生産性格差，ほぼ西ドイツ地域の２倍で推移する高い失業率，そして旧

西ドイツから旧東ドイツへの財政支援の継続など，今日でも旧東ドイツが抱

える経済問題は解決していない。東西ドイツの格差問題は，単純な経済発展

の程度の相違にあるのではない。とくに戦後の出発条件の相違や，統一の過

程で集権的な計画経済から市場経済への移行を迫られたことも，東ドイツ経

済にとっては，大きなハンディになった。

ドイツの統一は，「ベルリンの壁」崩壊とともに始まり，これ以後，統一

の過程は，加速度的に進んでいった。この過程の当初，これほど統一が急速

に進むと考える人はほとんどいなかった。また，統一についても，西ドイツ

の政治家を中心に，きわめて楽観的で，統一に伴うコストは，東ドイツ国営

企業の民営化によって十分賄われうるものと考えられていたし，統一ブーム

によって第２の「経済奇跡」が生まれるとまで予測された。しかし，現実は，

決してそのような楽観的なものではなかった。統一に伴うコストの負担は，

統一ドイツ全体に重くのしかかってきたのである。

筆者は，ドイツ統一後２０年が経過した時点での，東西ドイツの経済格差問

題をマクロ経済的視点から考察した。一人当たり GDPで計った経済格差は，

２０１０年時点で，旧東ドイツは旧西ドイツの７３％まで，縮小してきた。しかし，
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この格差の縮小が急速に進んだのは，９０年代前半までで，これ以後格差の縮

小はほとんど進まなくなった。失業率も，１９９０年代後半から２００６年の期間で

は１７～１８％で，同期間８％前後の西ドイツのほぼ２倍の高さで推移した。所

得についてもほぼ同じ結果であった(1)。

この引き続く格差問題の要因として考えられるのは，東西ドイツの急速な

統一と，それによって東ドイツ経済が負うことになった市場経済への急速な

移行という大きな負担であった。東ドイツの計画経済から市場経済への移行

においては，国営企業の民営化が中心的な課題であった。ここで主要な役割

を演じたのが，信託公社であった。信託公社の任務は，当初の国営企業の信

託管理から，雇用を維持しながら民営化するという任務へと変わっていった。

この変化は，ドイツの統一過程と密接に関わっていたのであるが，この信託

公社による東ドイツの民営化は，企業売却による収益をあげるどころか，よ

り大きな負債を抱えてその任務を終えることになった。

なぜ格差の縮小が進まないのか。これには東ドイツ経済の民営化のあり方

が，大きく関係しているように思える。本稿は，前稿で検討することができ

なかった東ドイツの民営化問題に焦点を当て，民営化の対象となった東ドイ

ツの計画経済を考察したうえで，信託公社による東ドイツの民営化の過程と，

それが抱えた問題を検討することによって，今日まで持続する格差問題の根

底に存在する諸要因に接近してみたい。

第１節 東ドイツの計画経済体制とドイツ統一

統一前，すなわち冷戦時代の東ドイツは，経済成長率，産業基盤，技術水

準など，旧東ヨーロッパ諸国の中では最も強い経済力を持った国とみられて

いた。東西ドイツの経済力には，大きな格差が存在すると考えられていたが，

統一直前の民主化と統一にともなう東ドイツに関する情報公開によって，こ

れまであまり明らかにされてこなかった実情が開示されるにつれて，この格
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差は予想以上に大きいことが明らかになっていった(2)。この東西ドイツの大

きな格差の存在は，統一の過程が急速に進むに従って，東ドイツ経済の中央

計画経済から市場経済への移行と再建，さらには東西ドイツの統合に非常な

困難をもたらす結果になったのである。

もともと東ドイツ経済はその出発点から，西ドイツに比べて大きなハン

ディを持っていた。第二次大戦後，東ドイツ地域を占領統治したソ連は，占

領地から徹底した生産能力の撤去をおこなった。これによって東ドイツの工

業生産能力は４０％から４５％も減少し，東ドイツ経済は，戦争による被害とと

もに二重の損害を受けることになった。このうえにソ連は，占領地から没収

した生産設備の自国の移動が不十分であることがわかると，生産物の没収を

おこなった。これは，１９４５年から５３年の間に東ドイツの GNPの２５％に達し

た。こうしたソ連の過酷な占領政策に比べて，西ドイツ地域の生産撤去は，

冷戦の進化と労働組合の抵抗によって１９５０年までに完全に停止し，その影響

は非常に軽微であった。しかも西側占領地では，占領国のアメリカ，イギリ

スは，西側ドイツの経済再建の方向に大きく政策転換し，占領地域を統合し

て，市場経済を復活しようとした。このような東西ドイツ占領地域における

占領統治の相違のほかに，戦前からのドイツ工業の心臓部であるルール地方

を引き継いだ西ドイツに比べ，東ドイツ地域は，南部地域とベルリンでは工

業が発展していたが，それ以外は農業が中心の総じて工業化が希薄な地域で

あった(3)。

上記のような東西ドイツの戦後の出発条件の相違のうえに，社会的市場経

済として急速な復興と経済発展を遂げた西ドイツに対して，ソ連の経済体制

を模倣した集権的な計画経済体制によって経済発展をはかろうとしてきた東

ドイツは，西ドイツとの格差をさらに大きくしていったのである。東ドイツ

の計画経済には，多くの問題点があったことが指摘されている。まず第１と

して，１９７０年代以降東ドイツ経済は，集権化を強めたことである。東ドイツ
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経済は，１９４５－６２年の厳しい中央集権的な計画化の時代から，１９６３－７０年の

ウルブリヒト第１書記のもとでの，企業レベルでの自主的な意思決定を認め

た改革の時代を経て，１９７１－８９年のホーネッカー書記長のもとでの再集権化

の時代に，大きく区分できる。このうち，ウルブリヒトからホーネッカーへ

指導部が交代した１９７０年代になると，計画経済の集権化が強化された。この

ことによって，１９７０年代や８０年代の，オイルショックのような外部環境の変

化や IT産業に代表される新しい技術の出現，そして多様化した消費指向の

変化に柔軟に対応することができなかった。第２に，世界経済への統合を欠

いたアウタルキー経済を指向したため，東ドイツ経済は対外的な競争からも

たらされる刺激を持たなかった。このことは，経済の効率的運営と生産性の

向上という点で，西側諸国との格差をいっそう大きくしたといえる。第３に，

いくつかの特定の技術集約的分野へ投資が集中的におこなわれて，ほかの多

くの分野，とりわけ耐久消費財や公的インフラの分野で設備投資が遅れるこ

とになった。例えば，自動車生産では多くの機械が戦前のものであり，自動

車道路や鉄道施設は修理が不十分であり，通信システムも時代遅れであった。

第４に，エネルギー生産のために石油に代えて褐炭への依存が増大したこと

である。これによってエネルギー使用の効率性が改善しなかったばかりか，

深刻な大気汚染を生みだすことになった。第５に，労働市場の広範囲の規制，

ほとんど格差のない賃金構造，産業間や地域間での労働移動の少なさは，経

済の非効率性をさらに大きくした。これらの結果として，東ドイツと西ドイ

ツの間の生産性の大きな格差が生みだされ，東西ドイツの間の生活水準の格

差拡大がいっそう進むことになったのである(4)。

東西ドイツ間の生産性格差については，いろいろ議論があり，また分析の

基礎や推計の相違によって正確な数値を出すことは困難であるが，ベルリン

のドイツ経済研究所（DIW）によると，１９８３年の工業部門における東西ドイ

ツの生産性格差は平均して５０％であった。また，より後年の同研究所による
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分析では，東ドイツ経済全体としての生産性格差は，西ドイツの４０％であっ

た。さらに研究の方法は異なるが，より後の研究では，交換可能な通貨で

計ったある一定の輸出収入を得るのに，東ドイツでは西ドイツでの３倍の労

働力を要した。このように東ドイツの生産性は，西ドイツの３分の１から半

分程度と評価される。

他方で，所得の格差をみると，１９８８年の東ドイツの月当たり平均粗賃金は，

西ドイツの３分の１程度であった。この差は，東西ドイツの課税の相違に

よって，課税後の純賃金では６０％に縮小する。しかし，この格差を考える場

合でも，いくつかの点を考慮しておく必要がある。東ドイツでは基礎消費財

は豊富で，住宅費は安価であるが，耐久消費財の供給には制限があった。西

ドイツではほとんどの家庭に普及している自動車やカラーテレビを，東ドイ

ツで所有していたのは，半分の家庭に過ぎない。また公式に発表されている

東ドイツの価格の安定性についても疑わしいことなどである(5)。

ここで東ドイツの価格構造について考えておこう。東ドイツでは価格は厳

しい統制下に置かれており，国民の生活を支える基礎消費財や基礎的なサー

ビス，および住宅価格には，多額の補助金が支出されて，低く抑えられてい

る一方で，いわゆる「贅沢品」は高い税金が課されて高価格であった(6)。政

府は基礎消費財の価格を低く抑えるために，１９８８年には５００億東マルクもの

補助金を支出した。これは東ドイツの純物的生産（NMP－ほぼサービス分

野を除いた純国内生産に相当する）の１８．５％に相当した。他方で，同年には

４３０億東マルクの生産物税が徴収されている。ちなみに，この年の補助金の

うち３２０億東マルクは，農産物への補助であった。これは高い農産物生産者

価格の結果であり，価格政策の重点のひとつが農産物の生産に置かれていた

ことは，東ドイツの農業が高コストで低生産性であったことを示している(7)。

東ドイツの生産構造においては，財生産－農業，鉱工業，建設業－が重要

視され，この逆にサービス部門の発展は遅れた。ただし運輸部門と政府サー
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ビスは例外であった。１９８９年の東西ドイツの付加価値の部門別構成を比較し

た第１表をみると，東ドイツの鉱工業のウェイトは５３％に達し，西ドイツの

３６％を大きく上回っている。また東ドイツは農業，建設業でも西ドイツを上

回っているが，サービス業の比重は西ドイツの２９％に対して東ドイツは５％

でしかない。ただ政府サービスの比重では，東ドイツが西ドイツを上回って

いるが，この差はあまり大きくない。こうした生産構造を反映して雇用の部

門別構成でも，第２表のように，農業や鉱工業へ多くの労働が配置され，一

般サービス部門への配置は少ない。もっとも，西ドイツの産業構成は，先進

国のなかでも製造業の比重が高いから，東ドイツがこれをさらに上回ってい

ることは，生産構造で物的生産部門が非常に重要な位置を占めていたことが

わかる。こうした構成は，価格統制おいても示されているように，明らかに

東ドイツの政策によって規定されたものである(8)。

社会主義を標榜する東ドイツでは，わずかな例外を除いて，私的所有は認

められていない。戦後初期に東ドイツでは占領国であるソ連によって工業の

大部分が国有化され，そのうちの一部はソ連によって没収され，残りは人民

所有企業となった。１９５０年には国有化された工業は，工業生産の７５％を占め

第１表 付加価値の産業部門別構成（１９８９年）

東ドイツ 西ドイツ

１０億ドイツマルク ％ １０億ドイツマルク ％

農業 １１．０ ３．８ ３５．７ １．７
鉱工業 １５２．６ ５３．４ ７７７．３ ３５．９
建設業 ２１．３ ７．５ １１９．０ ５．５
卸売り・小売商業 １７．９ ６．３ １９４．３ ９．０
運輸 ２３．０ ８．１ １２６．４ ５．８
サービス １５．６ ５．５ ６２７．３ ２９．０
政府サービス ３６．３ １２．７ ２３８．６ １１．０
民間非営利機関 ８．０ ２．８ ４６．５ ２．１

計 ２８５．７ １００．０ ２，１６５．１ １００．０

出所）OECD, Economic Surveys, Germany, 1991 , Table 7.
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た。農業部門では，１９４５年に土地改革がおこなわれ，１００ヘクタール以上の

土地は没収され，１９５２－６０年に集団化された。これによって，全耕地の９０％

が国有となった。東ドイツの国有化の過程は，残っていた民営または半民営

の工業企業を国有企業部門へ編入することによって１９７２年に完了した。こう

して１９８８年には工業部門での雇用は，完全に国家部門によることになった。

同様に，ほとんどの運輸企業，銀行，そして保険会社が国有化された。農業，

建設業，そして小売商業では国と協同組合の混合所有も存在したが，協同組

合のメンバーに私的所有権が認められたわけではなかった。唯一，手工業と

住宅部門に，かなりの私的所有が存在した。手工業では，７２％の労働者が私

的所有企業で働いていたし，既存の住宅の大部分は個人所有であった(9)。

１９７０年代の再集権化は，７２年の中小企業の国有化に始まるが，１９７９／８０年

に国営企業（Volkseigene Betriebe－人民所有企業）は，製品ラインに対応し

て，原料から研究・開発，そして製品の生産，さらにその販売過程までを

包括するコンビナート（Kombinate）に再編成された。この結果，１９８８年ま

でに全国に１２６の工業コンビナートが形成され，そのそれぞれは平均して

２０，０００人以上を雇用する２０社から４０社の企業群から構成されていた。地方レ

第２表 雇用の産業部門別構成（１９８９年）

東ドイツ 西ドイツ

１，０００人 ％ １，０００人 ％

農業 ９６０ １０．０ １，０６６ ３．９
鉱工業 ３，６５５ ３７．９ ９，１４０ ３３．１
建設業 ５９８ ６．２ １，８１０ ６．６
卸売り・小売商業 ７８４ ８．１ ３，６００ １３．０
運輸 ６２４ ６．５ １，５５９ ５．６
サービス ８９９ ９．３ ４，９７８ １８．０
政府サービス １，７４６ １８．１ ４，２６７ １５．４
民間非営利機関 ３７４ ３．９ １，２０３ ４．４

計 ９，６４０ １００．０ ２７，６２３ １００．０

出所）OECD, Economic Surveys, Germany, 1991 , Table 8.
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ベルでも，平均して２，０００人を雇用する９５のコンビナートが存在した。これ

らコンビナートで，１９８９年の東ドイツの物的純生産の９５％が生産された。ま

た，こうしたコンビナートは，工業以外に建設業などでも形成され，これら

の数は，中央が管理するコンビナートは全部で１７３，地方が管理するコンビ

ナートは１４３存在した。これらは雇用者５００人未満の事業所の６０％を占めた。

統一時には，東ドイツの８９０万人の雇用者のうち６００万人が，約８，０００の国営

企業で働いており，最大３０のコンビナートに１００万人が雇用され，これは東

ドイツの工業労働力の４０％以上を占めた(10)。

このように東ドイツでは，多数の企業が垂直的あるいは水平的に統合して

できたコンビナートによって企業活動のあらゆる側面が，管理・統制された。

またコンビナートでは，必要な中間財や投資財の供給が確保され，広範囲の

財やサービスが生産されて，自給自足的な性格を持たされた。このため，利

用されない資源が企業内に過剰に蓄積され，とりわけ労働は，過剰に雇用さ

れた。このうえ企業は，ホテルや保育園のような雇用者のための広範囲の社

会的なサービスや便益の提供にも責任を持っていた(11)。このような産業組織

に直接的に影響をおよぼすことを通じて，経済のコントロールと中央計画経

済が実行されていったのである。

第２節 東ドイツ経済の市場経済への移行

１９８９年１１月９日の「ベルリンの壁」崩壊が，東西ドイツの統一の大きな契

機になったことは確かであるが，この年の８月から既に東ドイツの社会主義

体制崩壊の始まりが明白になりつつあった。この年の８月から９月にかけて，

多くの東ドイツ市民が，東ドイツから西側への出国の許可を得るため，東

ヨーロッパ諸国の西ドイツ大使館を占拠する事件が起きた。このため９月に

なって，ハンガリー政府が東ドイツ市民に対して，オーストリアとの国境を

開放したのである。これによって，１３，０００人以上の東ドイツ市民が，この
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ルートを経由して西ドイツへ移動していった。このことは，１９６１年に「ベル

リンの壁」が築かれて東ドイツ市民の東側から西側への移動が物理的に閉ざ

されて以来，その壁が事実上開放されたに等しく，「ベルリンの壁」の存在

の意味が大きく失われることになった。これを機に，１７，０００人以上の東ドイ

ツ市民が，チェコやポーランドを経由して，西ドイツへ移動していった。１０

月に，東ドイツ建国４０周年を祝うために，ソ連のゴルバチョフ大統領が東ベ

ルリンを訪問し，東ドイツの民主化を促したのに対して，民主化を求める市

民から大きな歓迎を受けた。そしてこの１０月にライプチヒで１０万人の大規模

デモが起こるのである。こうした民主化を求める市民の大きなうねりを押さ

えることができなくなり，ホーネッカーが政権の座を降り，クレンツが社会

主義統一党の書記長に就任する。こうして「ベルリンの壁」が崩壊する１１月

９日へと至るのである。

壁崩壊後，東ドイツでは改革派のモドローが首相になり，社会主義統一党

の一党独裁体制が否定され，自由選挙を実施することが決定され，また市場

経済を導入するなどの改革が進められた。ただ東西ドイツの統一については，

その機運は高まったが，東西ドイツの首脳の間では，まだ急速な統一は考え

られていなかった。この時点では，まだ，西ドイツのコール首相も，漸進的

な統一を前提とした１０カ条の提案をするにとどまっていた。しかし，壁が崩

壊すると１１月から１２月の間に１７７，０００人の東ドイツ市民が西ドイツへ向けて

出国し，翌年の９０年なるとこの出国者の数は，毎日１，５００人から３，０００人にの

ぼった。これによる政治的・経済的な崩壊を恐れたモドロー政権は，５月に

予定していた自由選挙を３月１８日に前倒し実施することを決めた。そして，

この自由選挙の結果，西ドイツの政権与党であるキリスト教民主同盟の東ド

イツの姉妹政党を中心とする保守派連合が，議会で多数派となった。４月に

なってキリスト教民主同盟や，東ドイツの社会民主党，そしてドイツ社会同

盟などの大連立政権が誕生し，キリスト教民主同盟のディ・メディエールが
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首相となった。この政権のもとで東西ドイツの急速な統一が進められていく

ことになる。

この政権はまず，西ドイツと「経済・通貨・社会同盟」を結び，東ドイツ

でこれまで流通していた東マルクに代えてドイツマルクを流通させることや，

これまでの東ドイツの経済体制であった中央集権的な計画経済から，西ドイ

ツの経済体制である社会的市場経済へ移行することを決定した。この同盟は

７月１日に実施されたが，この実施によって東ドイツが抱える政治的，経済

的な弱点が大きく表面化し，企業の倒産や大量の失業者の発生，そして生産

の大幅な落ち込みによって，東ドイツ経済の崩壊がより急速に進むことに

なった。こうした東ドイツ経済の救済のためにも，東西ドイツ統一の過程は

より急速に進行することになったのである。ついに８月末に東西ドイツ統一

の国家条約が調印され，１０月３日に両ドイツは統一することになった。この

統一の方式は，両国が対等な立場で国家統合するのではなく，西ドイツの基

本法第２３条に基づいて，東ドイツが一度廃止した州を復活させ，州を単位に

西ドイツ，すなわちドイツ連邦共和国に加盟するという形式をとった。これ

によって統一ドイツに新しい５つの州が誕生したと同時に，東ドイツ，すな

わちドイツ民主共和国は消滅したのである(12)。

ここで「経済・通貨・社会同盟」が，東ドイツ経済にどのような影響を及

ぼしたのかを，改めて考えておこう。壁崩壊前後の東ドイツの経済状況は，

１９８９年の物的純生産が年平均で２％上昇したが，四半期別にみると，生産は

第４四半期に下落している。これには，とくに壁崩壊にともなって，多くの

東ドイツ市民が出国したことが影響している。８９年に東ドイツの労働力は２２

万人減少しているが，年末には５万人の失業者がいた一方で，熟練労働の流

失によって２５万人の雇用の欠員が生まれていたからである。生産が低下する

一方で，この年の需要は増加した。小売販売は，年平均で３．５％上昇し，個

人消費ブームは年末まで続いた。この消費のために，１２月だけで９億東マル
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クの預金が貯蓄から引き出された。このため，８９年の家計貯蓄の増加は，前

年の１００億東マルクに比べて８０億東マルクにとどまり，家計貯蓄率は前年の

７％から６．２５％へ低下した(13)。

こうした状況が大きく変化したのは，「経済・通貨・社会同盟」の実施で

あった。これによって，生産性が西ドイツ企業の半分以下でしかない東ドイ

ツの企業が，直接，国際競争にさらされることになり，強力な西ドイツ企業

との競争に直面した。そのうえ，同盟実施後，賃金が２５％（金属産業）から

６０％（建設業）も上昇し，生産性に見合わない賃金上昇が続いた。このため

東ドイツの多くの企業が倒産に追い込まれ，失業者が急増した。同盟実施の

２か月目の１９９０年８月には，東ドイツの工業生産は前年同月と比べて５０％も

減少し，建設活動も９０年７月には前年を１５％下回った。この結果，この年の

９月の失業者は，実質的な失業である自宅待機者を含めると，その数が２２０

万人（労働者４人に１人）に達した。さらに，７月の消費者物価指数は前年

比で５．５％低下したが，生活必需品の価格は上昇した。消費者物価が下がっ

たのは，いままで課されていた高率の税金が廃止されたことや，西側から流

入した製品との厳しい競争にさらされたことなどによる。他方で，生活必需

品の価格の上昇は，これまで消費財に支出されていた補助金が廃止されたた

めである(14)。このような東ドイツ経済の崩壊と国民生活の不安増大が，急速

な統一への大きな圧力となっていったのである。

東西ドイツ間で締結された「経済・通貨・社会同盟」は，通貨統合のほか

に，社会的市場経済原理に基づいて，私的所有，競争，自由価格，そして労

働，資本，財およびサービスの自由移動，およびこれに関連した労働規制や

社会保障制度を前提にすることを規定した。東ドイツの計画経済を市場経済

に転換することは，経済的な意思決定制度，財産所有権，および価格形成過

程などの制度改革が必要であることを意味している。経済活動の意思決定に

ついては，これまでは社会主義統一党のトップである政治局，あるいは中央
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委員会の決定に従って，経済政策の主要な枠組みやガイドラインが決められ

た。このガイドラインに従って，閣僚理事会が計画を管理し，計画委員会に

よって計画の細部が実行に移された。このようなトップダウン型の意思決定

制度は廃止され，西ドイツの社会的市場経済原理に沿って，国家の役割は公

共財の供給や経済的・社会的秩序を維持することに制限され，個別の経済的

な意思決定制度に変えられた(15)。

こうした個別の意思決定の前提になるのが，私的所有権の問題である。こ

れまでの東ドイツでは私的所有は否定され，ごく少数の例外を除いて，土地

や建物，および企業はすべて国有化されていた。これら国有の資産が再び民

営化されることになった。この東ドイツの民営化を担ったのが，信託公社

（Treuhandanstald）である。最初この信託公社は，９０年の３月にモドロー政

権によって，東ドイツの国有資産を管理することを目的に設立された。東ド

イツの国有資産は，一度この巨大資産管理会社で，しかも持株会社である信

託公社の所有に移された。これは国有資産の信託管理によって，公的所有を

確保するためのものと考えられていた(16)。

ところが，「経済・通貨・社会同盟」の一部として７月１日に発効した

「信託公社法」によって信託公社の目的が大きく変わった。この法律は，東

ドイツの民営化について，東西両ドイツ政府が取り決めた原則を規定した。

この主な内容は，まず１９４５－４９年の期間にソ連によって没収された資産は，

返還されるのではなく，ドイツ政府がこの補償をする。第２に，国によって

没収され，または国によって管理された土地と不動産は，原則として，元の

所有者またはその相続人に返還する。第３に，１９４９年以後没収された企業，

または持ち分は，原則として，元の所有者に返還する。また１９４９年から７２年

の間に没収された企業に対しては，返還されないときには補償をおこなう。

第４に，資産の返還や補償の適用期限は，同盟発効後６ヶ月以内とする，な

どであった。この信託公社法によって，信託公社が保有する国有資産を，売
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却して民営化することが明確化され，この法律のもとで，国営企業は，株式

会社や有限会社などの法的に独立した企業に転換された。

ここで，信託公社は，東ドイツの企業を一時的に保有する，公的な国有資

産の信託管理会社となった。信託公社は，東ドイツ首相の監督下に置かれ，

その目的は東ドイツ企業を競争力のある企業につくり直して，民営化するこ

とであった。民営化によって得られた資金は，基本的に東ドイツ企業の再編

のために使用されることになっていたし，さらに，不振企業の再建や政府予

算の改善のために使用し，残りは通貨の交換の際に失われた東ドイツ市民の

貯蓄をカバーするために使われる予定であった(17)。

さらに，９０年１０月に東ドイツが消滅した後は，信託公社は１００人以下の職

員で再スタートし，ドイツ統一後は連邦財務省に付属する機関となったが，

広範囲の意思決定の自立性は維持された。この時，信託公社による企業の民

営化の目的が見直された。新しい任務は，保有している企業を合理化し，市

場環境の需要に適合させ，民間の手に移すことであった。こうして信託公社

が，実際に企業の民営化に着手したのは，９０年末になってからであった。

信託公社は，約８，０００の東ドイツ工業企業を所有していたが，これら企業

は４０，０００以上の個別の工場を持っていた。これに加えて，４５，０００の事業所，

２０，０００の商業会社，７，５００のホテルやレストラン，１，０００の薬局，そして多数

の本屋や映画館を処理しなければならなかった。合わせて３７０万人の雇用に

責任を負っていた(18)。東ドイツの民営化は，信託公社設立前に，すでに約３

万の小売を中心にした小企業が民営化され，信託公社設立後間もなくして，

貯蓄銀行，保険会社，エネルギー関係企業，ホテルなど国際競争から隔離さ

れ，収益性のある優良な分野は，９０年末までに西ドイツ企業に買収されてい

た(19)。したがって信託公社に課された最大の仕事は，コンビナートとして存

在した巨大国営企業体を，より小さな企業に分割解体して，これを民営化す

る作業であった。
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民営化の過程は，まず，国営企業を株式会社や有限会社に転換することで

あったが，これら企業は，９０年１０月末までに，定款とドイツマルク開始貸借

対照表を作成することが義務づけられた。しかし，これらの書類の提出期限

に間に合ったのは，半分の企業であり，残り半分の企業には，期限が延長さ

れた。つぎの段階で，信託公社は企業の売却を始めた。この売却先には，

連邦カルテル庁によって課されたもの以外，制限はなく，国籍上の制限もな

かった。

信託公社は，その主要任務に応じて企業の再建，民営化，労働市場ないし

社会政策，そして財務の４つの部門に分けられた。民営化の基本的障害のひ

とつは，多くの東ドイツ企業が，コストが収益を上回る赤字企業であったこ

とである。このような企業は，売却されても事業が成り立たないから，信託

公社は，この赤字企業を再建するか倒産させるかの選択に直面した。そこで，

将来的に民営化された企業が収益をあげることができると予想された場合，

この企業が倒産の危機を克服するのを助けるために，信託公社は，資金投入

やつなぎ融資をおこなった。このため，当初７０億ドイツマルクであった信託

公社の借入限度額は，統一条約で２５０億ドイツマルクまで拡大された。さら

に９３年には，この借入限度額は３００億ドイツマルクにさらに増額され，これ

らの追加資金は，売却できなかった基幹産業の再編や，その産業による環境

や生態系の破壊を修復するためにも投下されたのである(20)。

信託公社は，企業の売却にあたって，保有している企業が存続可能かどう

かを判断する必要があり，一定の基準を設けて評価したが，企業の７０％が，

再編成の必要なものも含めて，潜在的に存続可能とし，残りの１０％の企業は

すぐに閉鎖，残りを再評価が必要と判断した。しかし，市場経済に沿うよう

に，東ドイツ企業に必要な金融支援をしながら民営化することは難しく，

１９９０年末までに民営化された企業数は４０３社にすぎなかった。民営化のつぎ

の段階で，信託公社の主要な課題になったのは，企業の売却の前提条件とな
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る，企業の財務上の資金を確保することであった。完全な倒産はできるだけ

避けなければならなかったから，信託公社は最終的に必要な資金の４１％を自

ら引き受けた(21)。

１９９１年末までに，サービス部門の比較的小企業の民営化はほぼ完了した。

より大きな小売店や小規模なホテルはすべて民営化され，小規模な小売とレ

ストランの７６％，薬局の６２％も民営化された。これら企業の約８０％は，東ド

イツ市民によって買収された。こうして比較的早く，東ドイツに中小企業部

門が形成された。しかし，工業企業では，その２０％が民営化されたにすぎな

かった。工業部門では，９０年１０月の９０社から９１年２月の３２１社へと，民営化

が進み，９１年７月までに，８３３社が信託公社の本社によって，２，１５３社が地方

支店によって民営化された。この段階で，４３５社が存続不能として閉鎖され

たが，これによって７６，３６０人の雇用が影響を受けた(22)。

企業の売却にあたって，信託公社は，企業を解体する買い手を選ぶのか，

再建するために買う相手を選択するのかの権限を持っていた。しかし，信託

公社は，雇用を維持して，さらに雇用を形成しようとする買い手を選考した。

信託公社による企業の売却は，雇用の保証，投資活動，販売価格，そして企

業の発展可能性にかかっていた。実際，販売の決定は，主に投資と雇用の約

束にかかっていた。そのために，信託公社は，販売価格を相当値引きし，そ

のうえ販売された企業がそれまで抱えていた負債の大部分を負担した。この

様な販売によって，信託公社による企業民営化の収益は，小さくなっていっ

たのである(23)。

１９９２年の秋までに，ほぼ４，５００社が完全民営化され，信託公社の帳簿に残っ

たのは５，２００社で，４，５００社のうち１，７８１社がMBOによるものであった。残っ

た５，２００社のうち１，７８８社が整理された。１９９３年１月までに４，９９８社が民営化

された。別の調査では，９２年秋までに信託公社は，１３２万の雇用保証と１，５５３

億ドイツマルクの投資の約束を得た。さらに３００億ドイツマルクを超す投資
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と７７，０００人の雇用保証を西ドイツ企業から得た。それでも少なくとも２，４００

の企業と４０万人の雇用が，買い手が見つからないままであり，民営化はます

ます困難になっていったのである(24)。

第３節 信託公社と民営化問題

信託公社は，１９９４年の１２月末をもって閉じられた。第３表のように，信託

公社は４年半の活動で，１５，０００を超える企業と４，０００を超える事業所を民営

化した。また，２５，０００の小企業の民営化は，東ドイツでほとんど失われてい

た中小企業部門の一部となった。さらに，４６，０００件の資産を民間に売却し，

民営化の件数は９万件以上に達している。他方で，精算された企業も３，７００

社余り存在する。以上のような民営化の契約の際の雇用と投資の保証条項は，

１５０万以上の雇用と２，１００億ドイツマルクの将来の投資保証となった。多くの

場合，雇用と投資の保証が大きければ，売却価格は低くなるという，保証と

価格はトレードオフの関係にあった。信託公社の活動を財務面からみると，

第４表のように，信託公社が民営化に要した総費用は３，３００億ドイツマルク

で，その収入は７６０億ドイツマルクであったから，必要な資金のうち収入か

ら得られたのは，２３％にすぎなかった。残りは金融市場からの借入でまかな

われた。信託公社が保有する企業の元々の価値は，６，０００億ドイツマルクと

第３表 １９９４年末の信託公社の民営化の成果

件 数

民営化 １５，１０２
再民営化 ４，３５８
小企業民営化
（レストラン，ホテル，店舗，薬局，映画館） ２５，０３０
資産 ４６，５５２
民営化総計 ９１，０４２
企業の精算 ３，７１８

出所）Howard, J. E., The Treuhandanstalt and Privatisation in the For-
mer East Germany , Ashgate 2001, Table 2.3
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見積もられており，信託公社は民営化の過程で，その活動に必要な資金を十

分調達できると期待されていた。しかし，信託公社の最終的なバランスシー

トは，簿価額が１，０２０億マルクにすぎなかった。信託公社やその後継機関の

収入は，企業の簿価額にまったく届かず，結局，民営化の活動は，ドイツの

納税者に対して２，５６０億マルクの負債を残すことになったのである(25)。

信託公社による東ドイツ企業の民営化については，いろいろな問題が指摘

されているが，その一つが，「売られた経済」といわれるように，本来，東

ドイツの企業あるいはその資産は，東ドイツ市民のものであり，民営化の成

果は，広く東ドイツ市民に還元されるはずのものであった。ところが東ドイ

ツ企業の売却先は，東ドイツ市民ではなく，多くが西ドイツ企業や外国企業

であった。信託公社が閉じられた９４年末までに，信託公社が管理した１４，６００

企業のうち，２，９８３社がMBOやMBIによって買収され，８６０社が外国企業

によって買収されたが，残りの１万社余りが西ドイツ企業による買収であっ

た(26)。一応，自社株買いであるMBOは，東ドイツ市民による東ドイツ企業

の買収といえるが，このなかにも西ドイツの所有者が入っており，これが２０

％以上を占めるとみられている(27)。極端に言えば，ドイツの統一が，西ドイ

ツが東ドイツを吸収合併したように，東ドイツ企業の大半も西ドイツ企業に

買収されたのである。

第４表 信託公社の１９９４年１２月末決算

１０億ドイツマルク

信託公社保有企業の負債 ９９
環境保全 ４３
企業の再建や整理 １５３
その他支出 ３７
総支出 ３３２
信託公社の収入 ７６
決算額（総支出－収入） ２５６

出所）Howard, J. E., op. cit ., Table 2.4
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なぜ，このような結果になったのか。このひとつの大きな要因は，統一の

過程が急速に進んだことにある。当初，ドイツの統一については，両ドイツ

の経済格差，国民生活水準の格差が，非常に大きかったために，この独立し

た二つのドイツ国家が，徐々に，段階を踏んで，協調しながら，この両国の

間の格差を縮小して，統一に至るというシナリオが描かれていた。もし，東

ドイツの独立性が維持されていれば，EUからの支援や，さらに西ドイツか

らの支援も，統一した後に，現実に受け取った支援よりも，東ドイツのため

により有効に使用できたかもしれない。また民営化についても，信託公社に

は，東ドイツ市民にその成果をより多く配分できる選択肢が可能であったか

もしれない。東ドイツのリベラルな市民グループからの初期の政策提案には，

公的所有の私的所有への転換は，東ドイツ市民によっておこなわれる，でき

る限り遠い将来の，究極の目的であると述べられていた。また，著名な東ド

イツの活動家や多くの政党は，その規模に違いはあるが，国有資産の一部を

東ドイツ市民に無償で供与することを主張していた(28)。こうした主張も，東

ドイツ政府によって受け入れられないまま，３月の議会の自由選挙で，西ド

イツとの急速な統一を主張する保守政党が勝利したことで，消えていったの

である。そして上記のようなシナリオをまったく不可能にしたのが，９０年７

月に発効した「経済・通貨・社会同盟」であった。そしてこの同盟の締結に

大きな圧力となったのも，東ドイツから西ドイツへの大量の人の移動であっ

た。既述のように，この同盟が実施に移されると，これまでは少なくとも交

換性のない東マルクが流通していた東ドイツ市場は，ある程度，国際競争か

ら保護されていた。ところが，東ドイツでもハード・カレンシーであるドイ

ツマルクが流通するようになると，東ドイツ市場はたちまち世界市場と結び

ついて，競争力のない東ドイツ企業が，直接，西ドイツや西側の外国資本と

の競争にさらされることになった。これこそが，東ドイツ経済が，急速な崩

壊に向かっていった主要な要因であった。
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同盟の発効にともなって，信託公社によって信託管理された巨大なコンビ

ナートは，株式会社や有限会社などの独立した企業態に分割された。その時，

各企業は，定款やドイツマルク開始貸借対照表の作成を義務づけられ，また

５００人以上の従業員を抱えるすべての企業には，監査役会の設置が課される

など，西ドイツ企業と同じ組織形態を整えることになった。しかし，市場経

済のもとで企業経営を担当できる人材は東ドイツにはいなかったから，監査

役の多くは西ドイツ出身者によって占められた。また，経営計画やドイツマ

ルク開始貸借対照表の作成準備にも，これら西ドイツ出身者が手助けしたの

である(29)。東ドイツ企業が売却されて，民営化される前から，企業の経営トッ

プの多くは，事実上西ドイツ出身者によって担われていたといえる。第５表

が示すように，１９９１年秋の段階で，信託公社保有の企業の監査役会のメンバー

構成は，６０－７０％が主に西ドイツを中心とした西側企業の出身者であったし，

９２年始めでは，西ドイツ企業出身者が９０％を占めた。こうした東ドイツ企業

の西ドイツに合わせた組織構成も，西ドイツ企業が東ドイツ企業を買収し易

い条件を整えたといえる。

信託公社による民営化は，信託公社が保有する企業を，最高値の投資家に

売却するのではなく，東ドイツ企業を，比較的に高い賃金の下でも国際競争

力のある企業に転換するのに適した投資家に売却することを通しておこなわ

れた。これは，多くの東ドイツ企業が，経営的あるいは技術的に必要な能力，

専門的なマーケティング能力，そして資金調達力をもった西ドイツ企業へ売

第５表 信託公社保有企業の監査役会構成（％）

１９９１年秋

西側企業
（主に西ドイツ出身者）

西ドイツ銀行 政府機関

６０－７０ ２０－２５ １０－１５

１９９２年始め
西ドイツ出身者 東ドイツ出身者 非ドイツ人

９０ ９ ２

出所）Lange, T. & G. Pugh, op. cit ., Table 5.5
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却されたことを意味する。さらに，このような西ドイツ企業に東ドイツ企業

を売却するには，企業の総体ではなく，その分割と分離を繰り返して，買い

手が欲する事業所などを部分的に売却することになり，より小さな単位に企

業の分割や分離は進められていった。民営化が進むにすれて，民営化対象の

企業数や事業所数が増加していったのは，こうした理由からである(30)。この

ことは，買収する側の西ドイツ企業にとって都合の良い企業の一部分のみが，

優先的に買収されていったことを意味する。

信託公社が，東ドイツ企業の競争力を向上させることに重点を置いていた

のは，「信託公社法」の序文にも強調されているように，東ドイツの雇用の

維持・拡大を重視したからである。信託公社は，企業を売却する際に，補助

金を付けるか，雇用の維持を条件にして売却するのかの二つの方法で雇用維

持をはかった。潜在的に存続可能と判断されたほとんどの企業でも，必要資

金の確保や組織の再編成や民営化のための準備などに，補助金が必要であっ

た。企業の再編のために支出された１，５００億ドイツマルクを超える補助金に

は，企業の必要資金確保のための資本手当が含まれる。例えば，損失および

借入や借入保証の相殺，投資補助金，企業の閉鎖や余剰人員削減の際にかか

るコストなどである。また，これらとともに，環境の浄化のために，４４０億

ドイツマルクが支出された。これらの補助金は，倒産の危機にあった企業を，

再建して民営化するために必要であった。民営化契約は，売却収入と雇用や

投資の保証とトレードオフの関係にあったが，契約の際の規定によって，

１５０万人の雇用と２，０００億ドイツマルクの投資が確保された。そして，これら

の契約上の義務は９割以上が守られた。また，赤字企業で働く工業労働者の

約９割が雇用を継続するために，補助金に依存していたのである(31)。さらに，

信託公社は，投資や雇用を確保する際に，高賃金で生産性の高い雇用機会を

確保しようとした。このため，安価な労働から利益を得ようとする低度技術

分野への投資ではなく，高賃金のもとでも利益の得られる高度技術分野への

－２２６－

（２０）



投資が求められた。しかしこの過程は，結局，東ドイツにおいて大量の失業

を生みだすことにつながっていった。１９９０年７月に信託公社傘下の企業に雇

用されていたのは４１０万人であり，９４年末の段階で信託公社によって民営化

された企業で，雇用保証されたのは１５０万人であるから，信託公社の民営化

は，雇用能力をほぼ３分の１に減らしたことになる(32)。

こうして，雇用や投資の確保のために投じられた補助金は，莫大な規模に

達し，東ドイツの市場経済への移行に要するコストは，企業の民営化による

売却収入で十分賄えるという，当初考えられていた予測を完全に覆した。そ

れどころか，売却収入と補助金の支出は，トレードオフの関係になり，補助

金支出が大きくなれば，それだけ売却収入が小さくなるという問題も生みだ

した。最終的に，信託公社は，民営化コストの４分の１程度しか，その収入

で賄えなかったのである。結局この負担は，西ドイツ市民にも税負担という

形で降りかかることになった。

む す び

統一前の東ドイツは，東ヨーロッパ諸国のなかでも，比較的良好な経済力

を持っている国とみられていた。しかし，西ドイツとの間に存在する経済格

差は，「ベルリンの壁」が崩壊した後，東ドイツ経済の実態が明らかになる

につれて，予想以上に大きいことが明白になった。このため，東西ドイツが

早急に統一することは，その格差ゆえに大きな困難をともなうことも多くの

人によって認識されていた。もともと，東ドイツ経済は，ソ連の占領下で過

酷な出発条件を課せられたが，その後の集権的な計画経済体制の下でも，多

くの問題を抱え，とくに１９７０年代以降には，東西の格差はいっそう大きく

なっていった。結局，「ベルリンの壁」に象徴されるように，抑圧した体制

のなかに閉じ込められ，十分な経済的繁栄に預かれない東ドイツ市民の不満

は，若者を中心に，東ドイツを出国して自由で豊かな西側社会，とりわけ西

旧東ドイツの市場経済への移行と民営化（佐々木） －２２７－
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ドイツへ逃れたいという大きな流れになり，これが壁崩壊につながった。ド

イツ統一を決定的にしたのは，東ドイツ市民のこうした強い欲求が底流に

あったといえるのである。しかし，現実の統一過程は，かならずしもこうし

た欲求に沿うものではなかった。

東西ドイツの大きな経済格差を考えれば，早期の統一は現実的ではないこ

とは明らかであった。東西ドイツが，それぞれ独立国家として協力し合いな

がら，相互の格差と体制の相違を小さくしていくという比較的長期の過程を

へて統一に至るという考えが，壁崩壊当時はまだ主流であった。しかし，壁

崩壊とともに始まった東ドイツを去って西ドイツへ移動しようとする人々の

大きな流れは，その後も続き，これが東ドイツ崩壊の政治的・経済的な危機

意識を強め，統一過程は加速化し，西ドイツによる東ドイツの吸収合併とい

う性格が急速に強まっていったのである。信託公社を設立したモドロー政権

は，当初は，国有企業を民営化すという方針ではなく，国有資産の信託管理

をつうじて，国有企業の競争力を強化して，社会主義体制を改革しながら，

その維持・強化をはかろうとしていた。こうした意図を打ち砕いたのも，東

ドイツを去っていく市民の流れであった。西ドイツ側から早期の統一という

意向が強く打ち出されてくると，それと連携した保守政党連合が，東ドイツ

の初めての自由選挙で多数派となり，早期の統一が現実的になっていく。

ディ・メディエール政権が西ドイツと結んだ「経済・通貨・社会同盟」が

発効すると，東ドイツ経済が抱えていた体制の脆弱性が一挙に露呈され，東

ドイツ経済の急速な崩壊にともなって，西ドイツによる東ドイツの吸収合併

による早期の統一という方向が決定的になった。「経済・通貨・社会同盟」

は，東ドイツでも西ドイツと同じ通貨を流通させ，経済体制も西ドイツと同

じ社会的市場経済体制に移行させるというものであった。これによって東ド

イツは，市場を西ドイツと一体化させながら，計画経済体制から市場経済体

制へ移行することになる。同盟の発効によって，西ドイツと同じように適応
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される賃金協約に基づいて，東ドイツの賃金も急速に上昇した。しかし，低

い生産性はそのままであったから，西ドイツ企業との競争によって東ドイツ

企業が破産状態になり，経済は急速な崩壊に向かった。こうしたなかで民営

化を担ったのが，すでに国有資産を管理する目的で設立されていた信託公社

であった。

信託公社は，生産性が低く，市場競争力のない東ドイツ企業を民営化する

任務を託されたが，民営化の中心は，巨大企業体であったコンビナートを解

体・再編して，競争力のある企業をつくりだして，投資家に売却するという

ものであった。しかし，この分野の民営化こそ困難をともなっていた。統一

後，信託公社に課されたもうひとつの任務は，民営化とともに東ドイツの雇

用を維持することであった。民営化のためには，まず巨大なコンビナートを

解体して，投資家に売却できる企業単位に分割・解体する必要があった。こ

のため，この分割・解体は，投資家からの要求に沿うように，より小さな単

位にまで進められていった。また，競争力のない企業を売却し，その雇用を

維持するために，企業の競争力強化のための投資や組織再編などに資金を投

下したほか，将来の雇用と投資の保証をしてくれる買い手を確保するために

も，その企業の買い手に対して多額の補助金を支出する必要があった。結局，

こうした企業の買い手のほとんどは，西ドイツ企業であった。

東ドイツの民営化は，それにかかるコストは，国営企業の売却によって十

分賄えるものと考えられていたが，それどころか信託公社の保有する企業の

資産価値は次第に減っていき，結果的に，信託公社による民営化は，大きな

負債を抱えたまま４年半でその活動の幕を閉じることになったのである。雇

用の維持についても，出発時の国営企業による雇用の３分の１程度しか維持

することができなかった。これらの根本的原因は，統一過程のあまりに早急

な進行にあったといえる。早急な東ドイツ市場の開放は，東ドイツ経済の脆

弱性を明白にし，そのなかで東ドイツ企業の再建と雇用を維持することは，

信託公社にとっては，あまりに大きな課題だったといわざるを得ない。
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